
・施行時期　令和４年４月

・当該未就学児に係る均等割額について、
その５割を公費により軽減する。
　※所得要件なし

・影響額　約１，４８０万円

・国・地方の負担割合

　　国１／２、府１／４、市１／４

子どもに係る均等割額の軽減措置の導入

軽減の趣旨について

軽減の内容について

・子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組みとして、子どもの均等割額保険料を軽減する。

・対象は全世帯の未就学児。約１，０８０世帯、約１，４３０人

【軽減イメージ】

　新たな公費による軽減部分を表示
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